
ソクラティックメソッド支援システム 

吉野 一 

明治学院大学法学部 
E-mail:yoshino@law.meijigakuin.ac.jp 

 
１．はじめに 

法科大学院での、またそれを前提としたこれ

からの法学部での、法学教育の中心をなす方

法は、米国のロースクールで行われている

（一）プロブレムメソッドおよびケースメソッドの

融合利用と、（二）講義、ソクラティックメソッドお

よびディスカッションを融合利用であると思わ

れる。前者は教育の素材の観点からの区別で

あり、後者は教室での授業の進め方の観点か

らの区別である1。これらの方法を用いて、いか

にして学生の創造的法的思考能力を育成して

いくかが問題である。 

 これらの方法をより有効に行っていくために、

ＩＴ（情報技術）を活用することが考えられる。わ

れわれは、法創造教育を実現するためにＩＴの

活用法をさまざまな側面において検討し、開

発しようとしている。ここでは、ソクラティックメソ

ッドを支援するためにＩＴを活用する試みにつ

いて、その現段階での研究成果について報告

する。 

 

２．ソクラティックメソッドと法創造教育 

ソクラティックメソッドは、問答形式で授業を

進める教育方法である。教室では、学生が前

もって必要教材（判例集等）をすべて読んでき

ていているという前提の上に授業を行う。教授

が学生に質問し、学生がこれに答え、その答

                                                  

                                                 

1 吉野一「法科大学院の教育方法－創造的法律家の育成
に向けて」『自由と正義』52 巻 5 号、69 頁－71 頁 

えに対応して教授がさらに問うという形の問答

形式で教育する方法である。これは、すべて

の学生はいつ指名されるか分からないという緊

張感のもとで授業を受けるし、学生は自分自

身が指名されてなくても、他の学生の答弁を聞

き、自分のもとしていくことができるので、多数

の学生に対して法的思考方法を教育する場合

に有効な方法である。わが国の一部ではソクラ

ティックメソッドは少人数学生を対象とする方

法と理解されているが、米国では、ソクラティッ

クメソッドはむしろ多人数のクラスのための教

育方法である2。 

 ソクラティックメソッドは、制定法（の解釈）を

中心とするわが国の法科大学院の教育ではう

まく使うことができないのではないか、という批

判もある。はたしてそうであろうか。確かに、そ

れはコモンローのケースメソッドを中心とする教

育には非常にうまく適合する。 

 Collins & Stevens によると、ソクラティックメソ

ッドを用いて行われる教育の目標は、①ルー

ルまたは理論を教育することおよび②新しい

ルールまたは理論を開発する（創造）すること

にある3。ケースメソッドにおいては、学生に諸

 

l

2少人数の学生からなるゼミナールにおいては、ディスカッシ
ョンメソッドが採用される。教授は、学生同士の自由なディス

カッションを導きながら教育をしていくのである。 
3 Allan Collins and Albert L. Stevens, ‘Goals and Strategies 
of Inquiry Teachers,’ in Robert Glaser (ed.) Advances in 
Instructiona  Psychology, Vol.2, Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, pp.65-119 (1982).  Collins & Albertに

よれば、この目標を達成するために、一定の戦略に従って、

質問が構成されることになる。さらに限られた時間内に目標を
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ケースからルールあるいは理論を学ばせる。そ

の際、ソクラティックメソッドを用いて、個別ルー

ルを内含する諸ケース間の類似性や差異を気

づかせ、ある事件についてある結論を正当化

するためにはいかなるケースを援用すればよ

いか、それを反駁するためにケースの限界に

基づき事件のどの要素を強調すればよいかを

学ばせる。また諸ケースを比較分析していくこ

とによって、諸ケース間に妥当する法原則（ル

ール）を発見させる。これらの過程を通じて、ソ

クラティックメソッドによって、教師は学生に「既

知のルールまたは理論」の学習と「新しいルー

ルまたは理論」の学習をさせるのである。 

 制定法国においてソクラティックメソッドが有

効に利用できないということはない。制定法の

適用に関しても、具体的事例問題を解き考え

させるというプロブレムメソッドを遂行していく際

に、その事例を解決するために適用可能な制

定法の条文を探させ、選ばれた候補条文の具

体的意味を考えさせ、それを補足するために

判例や学説を探索させ、さらにその意義を考

えさせる過程で、ソクラティックメソッドを有効に

利用することができると思われる4。学生に上述

の「既知のルールや理論」を学ばせる方法とし

てそれは有効に機能しうる。 

 それでは、ソクラティックメソッドは法創造教

育にいかに役立つのであろうか。あるいは、ソ

クラティックメソッドをいかに利用すれば法創造

教育が実現されるのであろうか。これを明らか

にするためには、ソクラティックメソッドが学生

の創造的思考を促進させるためにいかなる点

で役立つのか、ソクラティックメソッドの創造的

                                                                      
実現するために質問の時間的配分を制御することになる。

(ibid.) 
4 ソクラティックメソッドだけでなく、それを基本としつつも、最
初に法分野や問題領域の概観を与えるために講義をしたり、

最後をまとめるために講義をするなど、ソクラティックメソッドを

講義と有機的に結合することが効果的であろう。 

思考促進の要素を検討する必要がある。 

 まず、ソクラティックメソッドは、教師が学生一

人一人に考えさせる、という点で、学生自らの

思考を促す効果がある。これは教師の学生に

対する一方通行的な講義では得にくい効果で

ある。自分で考え行くということ、あるいはその

ような習慣を身につけることが、創造的思考を

する前提として必要である。この意味でソクラ

ティックメソッドは法創造教育に適した教育方

法であると言える。しかし、常に自分自身で考

えさせるということは、法創造教育の必要条件

ではあるが、十分条件ではない。 

 ソクラティックメソッドが、法学教育として効果

を上げるためには、教師がどのような質問を学

生に投げていくか、ということが決定的に重要

である。とりわけ、学生の思考を創造的思考へ

と導くためには、どのような質問を投げればよ

いか、が問題である。 

 ソクラティックメソッドにおいていかなる質問を

用意すべきか、これは法学教育の目標(ゴー

ル)に依存する。ソクラティックメソッドの教育目

標としては、上述のように、「既知の法ルール

や法理論」を学ぶことと、「新しい法ルールや

法理論」を開発することがある。現実に行われ

ている法運用の実際を知っているか、知ろうと

すれば正確に把握できる能力は法律家の必

須の要件である。したがって、第１の目標は法

学教育で重要な位置を占める。しかし、これだ

けでは十分ではないのであって、第２の「新し

い法ルールや法理論」を見つけ出す、あるい

は作り出す能力を開発する必要がある。法学

教育はこの二つの目標を追求しなければなら

ない。 

 これらの目標を実現するためには、戦略に基

づき質問を構成しなければならない。第一の
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目標を実現するための戦略も重要であるが5、

ここでは、法創造教育の視点から、第２の「新

しい法ルール」を発見あるいは創造する側面

について、検討する。 

 ここで、法創造教育の前提として、法創造と

は何かについて述べる。法創造とは法文の創

設である。すなわち、既存の前提から演繹でき

ない法文を新たに定立することである。法文の

創設は、妥当な法的問題解決のために行われ

る。法文の創設は、法的正当化の枠組みが成

り立つ方向で行われる。創設される法文は「正

しい」法文であることが要請される。法文の正し

さは次の観点から決まる。 

１ 具体的に妥当な解決を正当化するのに役

立つ。 

２ 他の（多くの）事例に適用しても妥当な解決

を導き出すことができる。 

３ その法文から導き出されるのものが「正しく

ない」ものとして反証されることがない。「妥当

な」問題解決は、①反証されることがもっとも少

ないもの、および②受け入れられることが最も

多いもののなから選ばれる。 

法創造の典型的な場合は、新しい社会状況

に対応して新しい法典を編纂したり、既存の法

典を修正あるいは追加条項を作成したりする

場合に行われる。法創造は、法の適用におい

ても、法ルールの意味を具体化する法解釈過

程において、適用法条が存在せず類推適用

を行う場合、個別判決ルールから体系化によ

って法原則ルールを抽出する場合などにおい

て行われる。 

 筆者の見解によれば、法創造推論は反証推

                                                  

 

                                                 

5 Collins & Albertは上述の論文でこの戦略について分析し
ている（Allan Collins and Albert L. Stevens, op. cit., p.77ff.）。
また、本成果報告書で共同研究者鈴木宏昭氏はこの論文を

詳細に紹介している。 

論である 6 。反証推論の基本構造はModus

Tollensである。それは次のような式型で表され

うる。 

{(A ⇒ B)  &  ¬B}  ⇒ ¬A 

ここで、Ａは仮説を、Ｂはそこから導き出される

個別具体的命題を、¬は否定を表す。 

この式の意味はこうである。ある仮説ルール

を定立する。そしてそこから個別具体命題を

（論理的に）導き出し、それが支持されうるかど

うかテストする。もしこの命題が正しくないと反

証されると、そこから元の仮説ルールも正しく

ないと反証される。 

この式型が含意するものは次の通り。 

①法ルールの正しさは、具体例で、論証

することはできない。 
②法ルールは、具体例で、正しくないと

いうことは証明できる、すなわち、反

証できる。 
③反証されない場合、一応支持される。

法的推論においてはテスト回数が多い

方が望ましいし、反証回数が多い方が

望ましい。 
最後の③の理由は、ａルールとその適用

結果の間の帰結関係（⇒）に不確実性があ

る。ｂ正しくないとの判断は相対的である。

ｃ反証の機会に触れることが、言い換えれ

ば反証可能性が多いということが重要であ

る。その意味で論争の意義は高い。 

 
6 この見解は、K. Popperが『科学的発見の論理』で提言した
ことを、法的推論の理論に応用したものである。Cf.：Karl R. 

Popper, The Logic of Scientific Discovery, London 1959, 3ed. 
1962, p. 30ff. 吉野一「正義と論理―正義推論における演繹
的方法の役割」『正義－法哲学年報 1974 年』（有斐閣）、

1975 年、38 頁以下。同「法的決定に至る推論の論理構造」

『慶応義塾創立 125 年記念論文集・慶応法学会法律学関

係』、1983 年、3 頁以下。Hajime Yoshino, “Logishe Structure 

der juristischen Entsheidung”, Aarnio, Niiniluoto, 

Uusitalo(Hrsg.),, Hajime Yoshino, “The Logical Structure of 

Argumentation in juridical Decisions”, 『法学研究 法学部創

立三十周年記念論文集（63 明治学院論叢 590 号）』1997 年

3 月, 1-26 頁｡ 
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新しいルールが反証推論により定立され

る過程は、次の図で反証推論モデルとして

表現される。 

新ルールの反証推論による創造
【（R：既存法知識総体，r ：新ルール，E：出来事，C：適用結果）】

｛（R ∪ r1）& E1.1→ C1.1｝ &  C1.1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
｛（R ∪ r1）& E1.m→ C1.m｝ &  C1.1
｛（R ∪ r1）& E1.m+1→ C1.m｝ & ¬C1.m+1 ⇒¬r1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
｛（R ∪ r1）& E1.1m+n→ C1.m+n｝ & ¬C1.m+n⇒¬r1
｛（R ∪ r2）& E2.1→ C2.1｝&¬C2.1⇒¬r2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
｛（R ∪ r2) & E2.n→ C2.n｝&¬C2.n⇒¬r2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
｛（R ∪ rί）& Eί.1→ Cί.1｝ & Cί.1

｛（R ∪ rί）& Eί.2→ Cί.2｝ & Cί.2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
｛（R ∪ rί）& Eί.n→ Cί.n｝ & Cί.n rί

 学生の創造的法的思考を養成する法創造教

育は、上記の意味での反証推論を学生に繰り

返し行わせることによって、行われうる。反証推

論が法創造の唯一の契機であるわけではない。

したがって、反証推論を訓練するだけで、法創

造教育が実現されるわけではない。しかし、反

証推論の演習を実施していくことは、法創造教

育の重要な要素であることは疑いない。ソクラ

ティックメソッドを用いて、学生にこの法的反証

推論を行わせ、それを訓練することが、法創造

教育の有力な一方法である。 

さて、ソクラティックメソッドにおける教師の質

問は、一つにとどまらず、数段階に及ぶ、すな

わち、教師は、一つの質問に対する学生の回

答に対して、さらに質問を投げ、それに対する

回答に対してさらに質問を投げる、という具合

に、次々と質問を提起していかなければならな

い。ソクラティックメソッドを効果的に行うために

は、教師は、適切な戦略に基づいて適切な質

問を用意していなければならない。 

適切な質問を発するために、十分な経験と

周到な準備を教師は必要とする。未熟な教師

がソクラティックメソッドの準備をよく行うために、

また熟練した教師がその教育効果を一層高め

ていくために、ソクラティックメソッドにおいても、

ＩＴの支援が期待される。 

３．ＩＴはソクラティックメソッドをいかに支

援することができるか 

ＩＴはソクラティックメソッドをいかに支援する

ことができるか。 

 教師に、彼が教育する法対象についてソクラ

ティックメソッドでの十分な教育経験がある場

合は、授業で学生に対して何を質問していく

べきか、前もって知っているかを、学生との問

答の状況の下で無意識のうちに生み出すこと

ができる。しかし、経験の少ない教師の場合は、

事前の周到な準備が必要である。経験の豊富

な教師も、ソクラティックメソッドを用いたその教

育をよりよいものにしていくためには、準備を

すべきである。まず、ＩＴは、教師のソクラティッ

クメソッドを用いた授業の準備のために活用す

ることができる。ソクラティックメソッドを用いた

教育事例を蓄積し、それに基づいてさらに新

たな質問を用意することを、ＩＴは支援すること

ができる。 

 ソクラティックメソッドは、教室で多数の学生

の前で少数の学生を指名して質問して答えさ

せるという形で行われる。すなわち、そこで当

てられ答えるのは、代表選手であって、すべて

の学生ではない。当てられなかった学生は、

当てられた学生の気持ちや思考過程を、自分

が当てられたときと同様の状況をイメージして、

あたかも自分のことのように感じて緊張し疑似

体験する。そしてまた、次に自分が当てられる

場合を想定して、自分のこととして考えるので

ある。しかし、実際に当てられる機会は少ない。

したがって、実際に答える機会も少ない。それ
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に対する、教室の再質問を受け、答え、さらに

再々質問を受けるという機会は少ない。一人

の教師が、教室で一定の時間内に当てること

のできる学生の数は限られている。答えること

のできる学生の数も限られている。この空間的、

時間的、そして人的限界を克服するためにＩＴ

を活用することができる。すなわち、コンピュー

タ・ネットワーク上でソクラティックメソッドをシミ

ュレートするシステムを作成して、それを利用

することができる。 

 上記の二つの目的のために、われわれは、

ソクラティックメソッド支援システムの構築を行

っている。 

 

４．ソクラティックメソッド支援システムの

機能 

ソクラティックメソッド支援システムは、まずシ

ステムがソクラティックメソッドの問答をシミュレ

ートする機能を持たねばならない。これを実現

するために、システムは、事例問題を保有し、

各事例に対する教師の質問を予め準備して保

有していて、ユーザである学生に質問を発し、

学生に回答させ、学生の回答に対応する質問

をさらに発していく機能を必要とする。学生の

回答は、キーボード（音声認識を用いる場合は

マイク）から自然言語文で入力させる。システ

ムが、学生の入力した文章の意味を判断して、

それに対応する問を発することが理想である

が、現在のコンピュータの自然言語理解の能

力からしてそれは難しい。そこで次のような方

法をとる。すなわち、学生のいろいろな回答を

想定して予め回答を用意しておいて、学生の

回答に該当する回答あるいは最も近い回答を

学生に選ばせ、その回答に対する予め用意し

た教師の質問をさらに発していくという形であ

る。 

 もちろん想定し準備した回答集の中に学生

の回答に該当するものがない場合もある。その

場合、(ａ)学生の回答が全く間違っている場合

と、(ｂ)意味のある回答であるが教師が前もって

想定できなかった場合とがある。何れの場合も、

「該当する回答がありません」を選択することに

よって、(イ)その回答をシステムに蓄積し、後の

問答集の改訂に際して利用できるようにする。

また、(ロ)再度当該の回答選択画面に戻って、

つぎのように学生に再考を促す。「(i)貴方の回

答に近い回答がないかもう一度考えて下さい。

近いものがある場合はそれを選択して下さい。

(ii)考え直した結果、別の回答をしたい場合は

回答入力画面に戻って再入力してください。

(iii)いずれにせよ、選択するものがなく、教師

に問い合わせたいと思う方はメールして下さ

い。」(iii)の場合は、教師または教師の助手が

電子メールで対応することになる。なお、問答

集の当該の問答箇所を示すデータが自動的

に教師への質問状に付されると、教師の対応

のために、また後の問答集の改訂のために便

利である。システムの準備していなかった学生

の回答が蓄積されるにつれて、システムはより

賢くなっていく。 

 このような機能を持ったシステムを実現する

ためのシステムは、大別して、(1)事例・問答集

データベースと(2)問答インターフェースから構

成される。事例集は各事例の事例名、概要お

よび詳細内容からなる。事例の表示は原則と

して文章により表示されるが、ビデオなどのマ

ルチメディアを用いた事例表現も用意する。問

答集は、各事例に関する問とそれに対する予

想回答、さらにその予想回答に対する問から

なる。問、回答間には、問－回答－問－回

答・・・の木構造をもった体系的なリンクが張ら

れる。問答のデータを効率的に管理する機能
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画面により、システムの有する機能を紹介した

い。システムは、学生利用の側面と教師利用

の側面がある。最初に学生が利用する局面を

紹介し、その後教師の利用の局面を紹介す

る。 

も必要である。問答集は、当初は事例ごとに用

意される。将来は、多数の事例と問答に共通

する部分を抽出して形式化し、それを利用して

各事例に対応した問答を生成するようなシステ

ムも計画されうる。後者の問答インターフェー

スは、学生ユーザの利用の局面と教師ユーザ

の利用の局面があり、それに応じて機能の差

がある。全体としての必要機能としては、①問

の表示機能、②回答を入力する機能、③入力

回答の表示機能、④入力回答の蓄積機能、⑤

回答候補の表示機能、⑥回答選択機能、⑦

編集機能、⑧通信機能がある。編集機能は、

問答の内容を作成し改訂するために用いられ

る。原則として教師がこの機能を用いるが、学

生自身が問答集を作成することも、例えば模

擬裁判の準備などにおいて、法創造教育に役

立つことと思われるので、状況に応じてこの機

能を学生が使うことができる。 

本年度は、明治学院大学法学部においてこ

のソクラティックメソッド支援システムとしてのＬ

ＥＳＳを用いた授業を行った。すなわち、法科

大学院に向けての教育方法の実験授業科目

として設けられた、オムニバス形式の授業科目

「民事法総合演習」において私の担当した二コ

マの授業（各９０分）のうち一コマを、このシステ

ムを用いて行った。授業目的は、プロブレムメ

ソッドとソクラティックメソッドを用いた民法の演

習である。 

 プロブレム（事例問題）として、最高裁判例

「バックホー事件」（最三判平 12・6・27 民集 54

巻5号1737頁）を参考にして、仮定問題「盗品

トラクター返還請求事例」を作成し、この問題と、

この問題を解く過程の問答を作成し、システム

にインストールした8。 

 

５．システムの実装と教育事例 

われわれは、法創造教育の観点から、ソクラ

ティックメソッド支援システムの構築を試みてい

る。その第１段階は、教師と学生の問答のシミ

ュレーションと、問答の準備とをコンピュータ上

で行うことができるシステムを作成することであ

る。現在そのようなシステムのプロトタイプを開

発中である 7 。そのシステムはＬＥＳＳ(Legal 

Education Support System)と名付けられてい

る。 

 以下においては、機能紹介にあわせ実行画

面を提示しながら、システムの機能紹介に加え

て、問答がいかに遂行されていくかを示すこと

にする。 

 以下においては、実装されたシステムの実行

                                                  

                                                 

7 このシステムは、明治学院大学の吉野一が概念および機
能設計を、東工大の桜井成一朗がプログラム設計を、吉野研

究室の那須晋がプロクラムの実装を、そして同島田度および

市川均が事例のコンテンツの実装を、それぞれ行った。LESS

という名称は桜井による。Legal Education Support System、

すなわち、「法学教育支援システム」という一般的名称を付与

したのは、開発するシステムが、法学教育支援のための諸シ

ステムのプラットホームとしても発展することを期待しているか

らである。 

 
8 問答集の作成と実装に際しては、吉野研究室の研究員で
ある島田度の協力を得た。 
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＜New Less の画面説明＞ 

（１）学生による利用 

問答集を学生が利用するにあたっては、一つ

の設問について、 

①設問に対する回答の入力 

②その後に提示される選択肢についての回答

の選択 

の二種類の回答を行うことになる。（システムに

学生が入力した回答を判断させることはできな

いので、学生に自分の回答に一致するものを

選ばせる。） 

 

【画面１】ログイン後の最初の画面。ここで学生は、「教材参照」の項目をクリックする。 

【画面２】問題が表示される。学生はここで回答すべき問題を選択し、クリックする。 
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【画面３】回答を入力する画面が表示される。学生は、自分で考えた回答を文章にして打ち込み、投稿

ボタンをクリックする。 

 

【画面４】すると学生の回答が記録され、同時にシステムが用意していた選択肢が表示される。 

学生は、選択肢の中から自分の回答に近いものを探し、クリックする。 
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【画面５】次の質問と回答の入力画面が表示される。学生は、再度自分で考えた回答を文章にして打ち

込み、投稿する。 
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（２）教師による教材作成・編集 

教師は、問答集を作成することにより、講義

において想定される問答をあらかじめ準備して

おくことが可能になる。 

また、講義後において学生を問答集に取り

組ませることで、講義の復習を効果的に行うこ

とが可能になる。 

さらに、学生から寄せられた回答を元に教

材を編集することで、常に教材をより優れたも

のへ発展させてゆくことも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画面６】最初の画面。ここで教師は、「教材作成」の項目をクリックする。 
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【画面７】この場合、回答入力画面が表示されることはなく、システムが用意している選択肢がす

ぐに表示される。教師は、編集ボタンを押して、問題と選択肢を編集する画面に入る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画面８】編集画面 
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【画面９】選択肢を作る際には、リンク先のアドレスを張る。編集し終わったら「保存」ボタンを押す。 

 

 

【画面１０】編集後の問題が新たに表示される。 
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【画面１１】既存の問題を編集するのではなく、新たに問題を作成することも可能。 
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（３）法創造教育への利用 

この問答集システムの利用により、法学の基

礎を踏まえたうえでさらに学生の創造的思考

力をも刺激する教育方法が可能となる。 

 

１．設問の段階的設定 
  設問は、教育の段階に応じて様々に設定す

ることができる。以下は、その一例を示す。 

 

【画面１２】学生の学習の進度に応じた、5 問の設問を用意している。 
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【画面１３】（設問 1）まず、簡単な事例を与えて適用法条を正確に発見できるかどうかを問う。 

 

 

【画面１４】（設問２）次に、理論構成のやや難しい問題を問う。 
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【画面１５】（設問３）続いて、問題の素材となった判例についての知識があるか、又は判例を的確に検

索・発見できるかどうかを問う。 

 

 

【画面１６】（設問４）さらに、応用問題として、現行法の規定では全ての事例において適切な結論が導か

れるわけではないことを発見させる。そして、学生の創造的アイディアによる改正案を考案させる。 
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【画面１７】学生が改正案を考案したら、反証推論によりその改正案の妥当性を検証させる。 

 

 
【画面１８】具体的な事例に当てはめた結果、当事者（本問の事例では盗犯被害者と占有者）間に不公

平が生じなければ、その事例については妥当な結論を導いたといえる。 
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【画面１９】しかし、改正案は全ての事例について妥当な結論を導くものでなければならない。 

      そこで、新たな事例を示して、再度反証推論を行わせ、改正案の妥当性を検証させる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画面２０】当事者間に不公平な結論が生じてしまったら、妥当な改正案とはいえない。 

  このことを、学生自身が反証推論を行うことで確認させる 
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【画面２１】反証されてしまった改正案は、捨てなければならない。学生は、自分が考案した改正案の弱

点を吟味し、より優れた改正案を考案することになる。このプロセスにより、学生の創造的な思考能

力が鍛えられることになる。 

 

 
【画面２２】（設問５）そして、最後にやはり応用問題として、学生の改正案が施行された場合に、その改正

が社会・経済にどのような影響を及ぼすか、を「法と経済学」の観点から考察させる。 
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２．学生の回答を取り入れた、新たな問答の生成 

【画面２３】学生のアイディアによる改正案を考案させた場合に（前出画面15参照）、教師の想定していな 

かったアイディアを含んだ改正案が回答として提出されることがありうる。 
↓画面上の選択肢に、学生の回答と近いものはない。こういった場合、学生は「合うものがありません」と

いう選択肢をクリックし、新たに回答を考案しなければならない。 

 

 
【画面２４】新たに回答を考案 
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【画面２５】しかし、学生の提出した回答はシステムに記録として残る。したがって、教師はこの回答を吟味 

し、有意義なアイディアを含んでいると判断した場合は設問を編集して選択肢に加えることが出来る。 

 

s 

【画面２６】編集後の画面。選択肢が追加されている。このように、学生の回答を取り込むことで問答集を

さらに質の高いものにブラッシュアップしていくことが可能である。 
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ここで紹介されたシステムは、本年度（2003

年度）の明治学院大学法学部における「民事

法総合演習」において試験的に利用された。

この授業科目は、法科大学院の教育方法も視

野に入れて、複数の教師によって担当する、

プロブレムメソッドとソクラティックメソッドを試み

る民事法の演習科目であった。私は、自分の

担当分の一部において、本システムを用いて

「盗品トラクター返還請求事例」の演習を７人

の学生に対して一コマ（90 分）分行った。諸般

の事情から学生にシステムを用いて予習させ

ることができなかったし、この事例を用いた授

業は 90 分一コマのみであったので、用意した

論点をすべて扱うことはできず、残った論点は

宿題として、学生自身が授業時間外の任意の

時間に大学または自宅で自らシステムを用い

て学習するように指示し、そしてシステムを用

いた学習の率直な感想を電子メールで提出す

るように依頼した。 

 ４人の学生がシステムを用いて実際に学習し、

自分自身の回答を入力してくれた。また感想

を送ってくれた。学生の感想を読むと、「システ

ムの指示に従って回答を入力していくことを通

じて、自分の頭でよく考えることができた」、「問

題の考え方がよくわかった。」、「すばらしいシ

ステムでもっと一般的に利用できるようにして

欲しい。」などシステムが好評であることがわか

った。（但し、レポートの一つとして感想文を求

めたので、あまり悪口はかけなかったのかもし

れないので、割り引いて評価しなければならな

いかもしれない。） 

また学生が自ら回答として入力したものはシ

ステムに記録されているが、それを見ると、中

には、ユニークなものもあり、考えさせられたり、

後のシステム改訂に回答候補として取り入れ

て、システムの改善に役立ったものもある。 

 以上により、試験的に用いた本ソクラティック

メソッド支援システムはまだ開発中のプロトタイ

プであるが、この段階でも法学教育に役立ちう

ること、開発が完了した暁には、一層の活用が

期待できるということが言えると思う。また授業

で、あるいは自習環境で、利用すればするほ

ど、問答集のコンテンツが改良され、よりよい

教育効果を上げていくであろうことを推測する

ことができる。 

  最後に付言しておきたいのは、本システム

は問と答の組み合わせを体系的に整理して入

力し搭載しうるため、単にソクラティックメソッド

の支援ばかりでなく、ディスカッションメソッドの

支援にも利用することができるということである。

また問答機能を利用して、模擬裁判の準備に

これを用いることができる。われわれは、ウィー

ンで開催される国際動産取引の模擬仲裁裁

判のコンペティションの口頭弁論の準備にこの

システムを利用すべくコンテンツの作成を行っ

ているところである。 

 

７．むすび 

本報告で、私は、ソクラティックメソッドとは何か

を明らかにし、その法学教育における意義を

示した。そして法創造とは何かを明らかにし、

法創造教育の重要な要素の一つがソクラティ

ックメソッドによる反証推論の実施であることを

示した。またソクラティックメソッドにＩＴを活用で

きる局面として、事例および問答集の準備とソ

クラティックメソッドのシミュレーションとがあるこ

とを明らかにした。そしてソクラティックメソッド

による法創造教育を支援するソクラティックメソ

ッド支援システムの概念および機能設計を示

した。そしてそれに基づいて、作成されたソク

ラティックメソッド支援システムの概要を示し、

仮説問題事例における問答をインストールした 
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事例によって実現されたシステムの機能を紹

介した。法創造教育に特化した局面としては、

法改正案の創設に関する仮説反証推論のシ

ステムによるシミュレーションの事例を紹介し

た。  

 開発中のプロトタイプの試験的利用の経験

からしても、前章の最後で述べたように、ソクラ

ティックメソッド支援システムの有用性は自信を

持って言える。また授業や自習での利用を通

じて、問答集の内容がより豊かによりよく発展し

ていき、将来は一層有用なものとなることが期

待できる。本システムが法学教育における法

的思考の訓練に一定の役割演じることは確認

できるとしても、法創造教育支援の観点からど

れだけ効果的であるかについては、まだ評価

分析を行っていない。また問答を準備するに

際して、法創造教育のための戦略が何である

か、あるいは、例えばCollins & Albert9の提案

するような戦略を、具体的事例の問答集作成

にどのよう取り入れていったらよいかについて

は、まだ十分な検討が行われていない。今後

の課題として取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

  

,

9 Allan Collins and Albert L. Stevens, op. cit., 
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